
総
務
部
長
か
ら
示
さ
れ
た
最

終
回
答
で
は
、
こ
の
間
、
府
労
組

連
が
強
く
要
求
し
続
け
て
き
た

非
常
勤
職
員
の
病
気
休
暇
の
有

給
化
に
つ
い
て
「
現
行
の
府
に
お

け
る
付
与
条
件
や
付
与
日
数
及

び
国
制
度
を
勘
案
し
て
検
討
し

て
い
く
」
と
の
回
答
を
引
き
出
し
、

有
給
化
に
向
け
た
足
が
か
り
を

得
ま
し
た
。
常
勤
職
員
の
部
分

休
業
・
子
育
て
部
分
休
暇
に
つ
い

て
「令
和
７
年
１
０
月
か
ら
１
年

に
つ
き
１
０
日
（
令
和
７
年
度
は

５
日
）
相
当
時
間
数
の
範
囲
内

で
取
得
す
る
こ
と
を
選
択
で
き

る
よ
う
制
度
を
拡
充
す
る
」
「
地

方
職
員
共
済
組
合
に
お
け
る
人

間
ド
ッ
ク
の
オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
に

つ
い
て
、
一
部
助
成
を
拡
大
す

る
と
と
も
に
、
予
防
接
種
の
助

成
金
額
に
つ
い
て
引
上
げ
を
検

討
し
て
い
く
」
と
の
回
答
も
引
き

出
し
ま
し
た
。 

し
か
し
、
府
労
組
連
が
こ
の
間

の
交
渉
で
強
く
求
め
、
現
場
の
実

態
を
踏
ま
え
て
厳
し
く
追
及
し

て
き
た 

▼
全
て
の
職
員
の
賃
上

げ
、
▼
常
勤
非
正
規
教
員
の
２

級
適
用
、
▼
通
勤
手
当
の
実
費

支
給
、
▼
オ
ン
コ
ー
ル
手
当
（
待

機
に
対
す
る
手
当
）
支
給
、
▼
災

害
・
水
防
等
の
呼
出
時
か
ら
の
時

間
外
勤
務
手
当
支
給
、
▼
職
員
・

教
職
員
の
長
時
間
労
働
解
消
、

▼
業
務
量
に
見
合
っ
た
職
員
配

置
、
欠
員
補
充
、
▼
正
規
教
職
員

増
、
「
穴
あ
き
」
解
消
、
▼
子
の
看

護
等
休
暇
の
要
件
・
日
数
拡
大
、

▼
不
登
校
の
子
や
障
が
い
の
あ

る
子
を
養
育
す
る
職
員
が
取
得

で
き
る
休
暇
制
度
、
▼
家
族
休

暇
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
、
保
育

特
別
休
暇
の
復
活
、
▼
更
年
期

障
が
い
の
場
合
に
取
得
で
き
る

休
暇
、
▼
非
常
勤
職
員
の
賃
上

げ
、
上
限
３
年
ル
ー
ル
廃
止
、
特

別
休
暇
有
給
化
、
▼
全
職
場
に

休
憩
室
設
置
、
全
職
場
・
学
校
の

ト
イ
レ
洋
式
化
、
温
水
洗
浄
便

座
・
便
座
除
菌
ク
リ
ー
ナ
ー
等
設

置
、
女
性
用
ト
イ
レ
に
衛
生
用
ナ

プ
キ
ン
常
備
、
▼
休
職
者
の
試
し

出
勤
の
交
通
費
相
当
支
給
、
▼

相
対
評
価
、
評
価
・
育
成
シ
ス
テ

ム
中
止
、
▼
老
朽
化
し
た
庁
舎

等
の
建
替
え
な
ど
の
要
求
に
対

す
る
前
進
的
な
回
答
は
な
く
、

き
わ
め
て
不
満
の
残
る
内
容
と

な
り
ま
し
た
。 

 

府
労
組
連
は
、
交
渉
で
の
到
達

点
を
確
認
し
、
今
回
の
要
求
交

渉
を
い
っ
た
ん
終
結
す
る
と
と
も

に
、
秋
の
要
求
交
渉
に
向
け
て
、

大
幅
な
賃
上
げ
、
職
員
・
教
職
員

増
を
は
じ
め
、
働
き
や
す
い
職
場

づ
く
り
を
め
ざ
す
取
り
組
み
を

進
め
ま
す
。 

 
 

 職
員
長
交
渉
で
の 

職
場
か
ら
の
発
言
要
旨 

 

○
府
税
事
務
所
職
員 

府
税
職
場
で
は
毎
年
１
０
０

名
規
模
の
転
入
、
新
採
職
員
が

６
～
７
割
を
占
め
、
新
採
ル
ー
ル

中
の
若
手
職
員
を
あ
わ
せ
る
と

大
半
を
占
め
る
。
そ
の
た
め
再
任

用
や
５
０
才
代
職
員
が
第
一
線

で
税
務
行
政
を
支
え
て
い
る
。
多

く
の
職
員
が
「
再
任
用
職
員
な
し

に
職
場
は
ま
わ
ら
な
い
」
と
感
じ

て
い
る
。
再
任
用
制
度
が
で
き
た

２
３
年
前
と
で
は
求
め
ら
れ
る

仕
事
や
責
任
は
違
う
。
組
織
を

統
括
し
、
処
理
困
難
事
案
と
対

峙
し
、
人
材
育
成
に
注
力
し
、
最

前
線
で
働
か
ざ
る
を
得
な
い
状

況
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
の

に
６
割
の
給
料
、
３
割
強
の
ボ
ー

ナ
ス
と
い
う
制
度
は
職
務
給
原

則
を
壊
す
も
の
。
再
任
用
を
希

望
せ
ず
に
市
町
村
の
非
常
勤
職

員
に
な
る
人
も
多
い
。
処
遇
と
賃

金
が
見
合
っ
て
な
い
か
ら
だ
。
再

任
用
職
員
の
「
善
意
に
た
だ
乗
り
」

す
る
の
を
や
め
、
実
態
に
見
合
う

職
務
給
の
原
則
に
応
じ
た
賃
金

水
準
引
上
げ
を
強
く
求
め
る
。 

 

○
保
健
所
職
員 

子
ど
も
が
学
校
に
行
け
な
く

な
っ
て
３
年
。
コ
ロ
ナ
時
期
か
ら

で
あ
り
、
私
自
身
に
余
裕
が
な
く
、

子
ど
も
の
し
ん
ど
さ
に
気
づ
け

な
か
っ
た
後
悔
が
ず
っ
と
あ
る
。

「
学
校
行
っ
て
る
と
き
死
ん
で
も

い
い
と
思
っ
て
た
」
「
何
の
た
め
に

生
き
て
る
か
わ
か
ら
ん
」
と
言
う

こ
と
が
あ
る
。
在
宅
勤
務
等
も

推
奨
さ
れ
て
い
る
が
、
窓
口
対
応

や
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
あ
る
保
健

所
で
は
難
し
さ
を
感
じ
る
。
不
登

校
児
の
た
め
の
第
三
の
居
場
所

は
あ
る
が
、
そ
こ
に
つ
な
が
る
子

ど
も
は
少
数
。
不
登
校
児
の
子

育
て
に
は
、
親
の
時
間
、
気
力
、

体
力
、
財
力
が
必
要
。
子
ど
も
の

タ
イ
ミ
ン
グ
も
あ
る
。
休
め
る
制

度
が
あ
る
だ
け
で
救
わ
れ
る
。
せ

め
て
介
護
休
暇
等
が
使
え
る
だ

け
で
も
助
か
る
。
子
ど
も
の
ケ
ア

を
し
っ
か
り
で
き
る
よ
う
な
職

場
環
境
を
望
む
。 

 

○
小
学
校
教
員 

府
内
の
あ
る
小
学
校
は
「穴
あ

き
」
３
名
で
ス
タ
ー
ト
、
現
在
５

名
と
な
っ
て
い
る
。
別
の
学
校
で

は
通
級
担
当
し
て
い
る
先
生
は

「
穴
あ
き
」
の
た
め
、
１
人
で
２
８

人
を
担
当
。
「
支
援
が
必
要
な
子

ど
も
が
、
普
段
の
学
級
で
他
の
子

と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
か
知
り
た

い
が
全
く
で
き
な
い
。
子
ど
も
の

こ
と
を
思
う
と
つ
ら
い
」
と
話
し

て
い
る
。
教
員
未
配
置
は
、
教
員

の
身
体
と
心
だ
け
で
な
く
、
子
ど

も
の
学
習
権
も
奪
う
。
無
理
を

し
て
倒
れ
た
先
生
や
子
育
て
と

の
両
立
に
限
界
を
感
じ
て
退
職

す
る
先
生
が
後
を
絶
た
な
い
。

「
穴
あ
き
」
の
連
鎖
を
止
め
る
た

め
に
教
職
員
を
増
や
し
て
ほ
し

い
。 

 

○
府
立
高
校
非
常
勤
講
師 

週
１
８
時
間
の
非
常
勤
講
師
。

授
業
準
備
は
授
業
前
後
の
各
５

分
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
プ

リ
ン
ト
の
作
成
や
提
出
物
の
点

検
が
５
分
で
で
き
る
は
ず
が
な

い
。
認
め
ら
れ
た
年
間
の
労
働
時

間
は
６
３
０
時
間
。
実
際
の
労
働

時
間
は
１
０
７
０
時
間
。
約
４
割

が
サ
ー
ビ
ス
残
業
。
し
か
も
、
こ

の
時
間
に
持
ち
帰
り
の
仕
事
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。
プ
リ
ン
ト
や

テ
ス
ト
は
主
に
自
宅
で
作
成
し

て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
含
め
れ
ば
、

実
際
の
労
働
時
間
は
２
倍
ぐ
ら

い
に
な
る
。
そ
れ
な
の
に
ボ
ー
ナ

ス
の
支
給
対
象
に
も
な
ら
な
い
。

非
常
勤
講
師
の
賃
金
制
度
は
現

実
の
仕
事
と
大
き
く
乖
離
し
て

い
る
。
持
ち
時
間
あ
た
り
の
単
価

を
引
上
げ
、
月
給
制
に
戻
し
て

ほ
し
い
。
ボ
ー
ナ
ス
支
給
基
準
の

改
善
を
求
め
る
。 

 
 

６
月
２
０
日
、
総
務
部
長
は
府
労
組
連
に
対
し
「
２
０
２
５
夏
季

要
求
書
」
に
か
か
る
最
終
回
答
を
行
い
ま
し
た
。
（
回
答
の
要
旨
と

府
労
組
連
の
態
度
は
裏
面
に
記
載
） 

切実な職場実態から目を逸らす不誠実な回答 

２０２５年

夏季要求交渉での前進的回答 
○ 非常勤職員の病気休暇 

現行の府における付与条件や付与日数及び国制度を勘案

して検討していく 

○ 常勤職員の部分休業・子育て部分休暇 

令和７年１０月から１年につき１０日（令和７年度は５日）相当

時間数の範囲内で取得することを選択できるよう制度を拡充 

○ 地方職員共済組合（知事部局） 

人間ドックのオプション検査の一部助成を拡大、予防接種

の助成金額の引上げを検討していく 
 

交渉で確認した事項 
○ ４５分の休憩時間を与えないことは労基法違反である 

○ 業務にかかわるグループＬＩＮＥやメールについては、緊急時

等を除いては、勤務時間外にすべきではない。勤務時間外に

対応させるのであれば時間外勤務手当を支給。 

○ 昼休み消灯について、仕事をしている職員がいる場合、照度

を確保するのは当然必要である。 

○ 人事評価制度（知事部局）について職員アンケートを実施し、

検証を行う。 

人事委員会あて 
賃上げ・増員署名 

（６月末まで） 
 
みんなの声で賃上
げ＆増員勧告を！ 



 

要求項目 回答・説明要旨 態度（案） 

１．労使慣行遵守 これまでの経過を尊重し、今後も双方の努力により築いていく。給与・勤務条件に関わる諸問題については所要の協議を行う。 ・遵守を求める 

２．職員・教職員の賃

金・諸手当改善、地

域手当１６％支給、

再任用職員の賃金・

一時金支給月数引

上げ、通勤手当改

善、オンコール手当

支給等 

・人事委員会勧告は労働基本権制約の代償措置であることから尊重することが基本。 

・非常勤講師の報酬及び支給方法の見直しは要求に応じることは困難。 

・再任用職員の給与格付けは、職務給の原則に基づき決定。勤務労働条件に関わる事項は、人事委員会勧告を踏まえ、引き続き十分に

協議する。 

・勤務時間外や休日等に実際に勤務した場合は時間外勤務手当の支給対象。待機について手当等（オンコール手当）を新設すること

は、国や他府県の取扱いなどから困難。非常時の通勤に時間外勤務手当支給は困難。実際に業務を行った時間は支給する。より実態

を把握するため、関係部局に対してヒアリングする。 

・期末・勤勉手当は、現行条例に基づき６月３０日に支給。 

・引き続き要求 

３．慢性的な時間外

勤務の解消、労働時

間短縮等、欠員補充

（知事部局） 

・休憩時間は労働基準法に基づき、適切な確保に努める。昼休みの休憩時間は、より柔軟に取得できるよう見直し、大阪府庁版「働き

方改革」取組事例集等により周知している。  

・人員配置は所属長等のマネジメントとして位置付け、必要な業務量に見合った適正な配置に努める。 

・フレックスタイム制度は、公務運営に支障がない場合に、職員の申告を経て勤務時間を割振るこという制度趣旨を徹底する。令和７年

１月よりコアタイムやフレキシブルタイムの見直し、選択的週休３日制の全職員への拡大などを実施しているところ。  

・令和６年度より臨時的任用制度の一般行政職等への拡充を行った。 ・一定の要件のもと前倒し採用を実施している。 

・令和７年度より育児、介護、転職等により退職した教職員を対象とした採用選考を実施。（知事部局は令和６年度実施）  

・引き続き要求 

４．教職員の異常な

長時間・過密労働の

解消（学校）  

・各学校長、市町村教育委員会に指導、勤務時間管理については各学校長により適切に行われると認識。  

・府立学校の１月当たりの時間外在校等時間が８０時間を超える者に対してヒアリング等を実施、時間外在校等時間の上限を定め、適

正な管理、健康及び福祉の確保を図るよう努めている。 

・デジタル採点等ＩＣＴを活用し校務運営の効率化や多様な人材配置等に取り組み、教員の負担軽減を実現させる。  

・部活動指導員を令和７年度は府立学校４６校６４部に配置、府内２６市町、２３８名に補助を行う。「部活動大阪モデル」の推進、令和７

年４月３０日現在専門性がない顧問が指導する部活動８０校１９４部に、部活動指導員を配置、顧問の負担軽減に努める。  

・新規採用数は児童・生徒数や教職員の退職者数、再任用職員数、国の定数改善計画等の動向を踏まえつつ、教育水準の維持や教育課

題への対応に配慮しながら、毎年度決定している。可能な限り新規採用者を確保し、適正な勤務労働条件の確保等に向けて取り組む。  

・欠員の解消に向けて新たにペーパーティーチャーを対象とする研修を実施するなど、人材の確保に努めるとともに代替教員の前倒し

任用を拡充するなど、取り組みを進めている。 

・引き続き要求 

５．休暇等の制度拡

充 

・令和７年４月から子の看護等休暇の取得事由は、子の学校行事への参加等も対象となるよう見直すとともに、子を養育する職員の時

間外勤務免除の請求について、子の対象年齢を小学校就学前までに引き上げたところ。 

・育児部分休業について１年につき１０日相当時間数の範囲内での取得を選択できるよう拡充する。（令和７年１０月～） 

・不登校や障がいのある子どもを養育するにあたり、疾病により自力で食事が困難である等、日常生活を営むのに必要な動作ができ

ない場合には、短期介護休暇や介護休暇等の対象とすることが可能。なお、育児介護休業法の「常時介護を必要とする状態に関する判

断基準」の見直しによる詳細を把握したうえで検討していく。 

・市町村の任期付講師が妊娠した場合の体育実技担当時間等の軽減は国庫負担制度がなく、要求に答えることは困難。 

・引き続き要求 

６．非常勤職員（会計

年度任用職員）の待

遇改善 

・子の看護休暇及び短期介護休暇の取得対象者の雇用期間を６か月以上とする要件を撤廃。（令和７年４月～） 

・期末・勤勉手当は、総務省マニュアルの内容を踏まえ、週当たり１５時間３０分以上勤務の職員を支給対象としている。 

・期末・勤勉手当以外の手当支給は現行の地方自治法の規定では困難。 

・特別休暇等は国の非常勤制度を基本としつつ、府の常勤職員の状況も勘案しながら改正してきた。生理休暇、子の看護休暇、短期介

護休暇等について有給とすることは困難。 

・病気休暇の有給化については、現行の府における付与条件や付与日数及び国制度を勘案して検討していく。 

・病気休暇の有

給化の実施を

強く求める 

・その他は引き

続き要求 

７．職場環境改善、労

働安全衛生対策の

強化 

・職員の快適な執務環境を確保することは非常に重要と認識。大手前庁舎の冷暖房は、令和７年度より機器の点検期間を除き、原則と

して年間を通じ冷暖房運転を実施とし、一日の運転時間についても、午前８時から午後９時の時間帯に拡大。咲洲庁舎の冷暖房は、午

前８時から午後６時３０分まで運転、時間延長が必要な場合は申請により対応。 

・職員が休憩できる環境の整備は、大手前庁舎では別館にオアシスルーム、咲洲庁舎ではリフレッシュルーム等を設置している。 

・庁内放送は、所属からの依頼に基づき判断。休み時間帯の消灯は、省エネの全庁方針として実施しているところ、必要に応じて例外

的に消灯をやめることや部分消灯にするなど臨機応変に対応することも可能。 

・職場の机・椅子の基準は「情報機器作業のための労働衛生管理基準」に規定し周知。今後とも適した机や椅子の確保に努める。 

・安全衛生委員会の開催は労働安全衛生規則に基づき、毎月１回以上開催するよう周知している。 

・トイレの改修は建物構造上の制約がある中、就業者数や男女割合の状況も踏まえ、検討を進めていく。令和６年１０月から別館１階に

おいて既存の和式便器を洋式便器へ改修する「モデル事業」を実施、令和７年度から他の階も洋式便器に付け替える改修を行う。 

・府立学校のトイレ洋式化については取り組みを進めていく。令和７年度も、引き続きトイレの洋式化を進める。 

・地方職員共済組合における人間ドックのオプション検査について、一部助成を拡大するとともに、予防接種の助成金額について、引

上げを検討。 

・試し出勤は、職場復帰支援を目的として休職中に実施するものであることから、給与の支給は、国に準じた取扱いとしており、要求に

応じることは困難。 

・地共済の人間

ドックのオプシ

ョン検査一部助

成拡大と予防

接種助成額に

引上げは了解。 

・その他は引き

続き要求 

８．相対評価、評価・

育成システム、非常

勤職員の評価制度

の廃止・撤回 

・令和６年度より相対評価導入による成果や課題を踏まえ、絶対評価・相対評価を５段階から６段階にし、分布割合も変更した。 

・教職員の評価・育成システムは、これまで所要の改正を図ってきた。今後も適正に運用し、よりよい制度とするため、令和６年度に評

価・育成システムに関する教職員アンケートを実施した。「教職員の評価・育成システム」の充実・改善を図っていく。 

・地方公務員法に基づき、一般職の非常勤職員についても、人事評価制度を実施している。 

・引き続き要求 

９．咲洲庁舎撤退、安

全で快適な職場 

・府庁舎が安全で快適な職場となるよう努める。その他の職場環境の改善について、引き続き努力する。 

・府立学校の老朽化対策について計画的な改修等に順次着手している。 
・引き続き要求 

１０．福利厚生拡充 
・福利厚生事業の拡充について地方公務員法等の趣旨を踏まえ、共済組合や互助会等と役割分担を図りながら対応する。 

・互助会等への補助金は平成２０年度に全額削減したものであり、要求に応えることは困難。 
・引き続き要求 

２０２５年夏季要求に対する「最終回答・説明」と府労組連の態度 


